
令和 ７年度第１回柏市国民健康保険運営協議会会議録

開催日時

　

令 和 ７年 ８ 月

　

２

　

７

　

日 （水） 午 後 １ 時 ３

　

０ 分から ２時 ５、０ 分まで

開催場所

柏市上下水道局 ４ 階大会議室

　

（柏市千代田 １ 丁 目

　

２番 ３

　

２ 号）

出席者

（１） 委員 （会長， 副会長， 以下五十音順）
．

　

百瀬会長， 清水副会長， 伊大知委員， 大塚委員， 小川委員，

北浦委員， 鈴木委員及び早見委員

（２） 事務局

ア

　　

特 別 職 等

　　

太田市長及び吉田健康医療部理事

イ

　

保険年金課

　　

大 滝 課 長， 工 藤 副 参 事， 杉 野 主 幹 （統 括 リ ー ダ ー） ， 川 井

　　

副主幹 （企画管理担当リーダー）， 板橋，主査 （資格・賦課担

　　

当 リ ー ダ ー） ， 戸 張 副 主 幹 （給 付 担 当 リ ー ダ ー） ， 小瀬 主 査

　　

（収納整理担当リーダー）， 山岸副主幹 （後期高齢者医療担

　

当リーダー）， 富塚主任 （企画管理担当） 及び井奈波主任

　　

（同 担 当 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

ウ

　　

健康増進課

　　　

・梅津健康医療部次長兼健康増進課長， 有泉専門監及び鹿田

　　

副主幹 （保健事業担当 （国保班） リーダー）

議題

（１），令和 ６年度柏市国民健康保険特別会計決算見込及び令和 ７年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　

▼

度保険料の本算定の状況等について

（２） 柏市国民健康保険の保健事業について

（３） その他

議事要旨

事務局から資料に沿って説明を行った。 これに対する主な質疑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　

　

等の内容は次のとおり （【】 内 は 発 言 者）、。

　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

（１） 議 題 （，１） に つ い て

１

２

３

４

，

　　　

５



【百瀬・会長】

　

令 和，６ 年度は， 令和 ５ 年度と比較 して約８億円実質収支が改

　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
善 して い る。 こ の 改 善 要 因 と して， 保 険 料 の 改 定， 加 入 者 の 所

得が増加 したことによる保険料収入の増加及び保険料収納率の

上昇の ３ 点が挙げられている。 この他に事務局 から追加説明が

　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
あれば伺いたい。

【大滝課長】

特 に な し。

【百瀬会長】

　

資 料 １ 「２ 保険料改定の状況」 に つ い て，、 特 に 一 人 当 た り 標

準保険料と一人当たり保険料の部分については， 新たに就任さ

れた委員には分かりづらい部分と思われる。 事務局 から補足説

　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　

′

明 を い た だき た い。

【大滝課長．】．

　

一人当たり標準保険料とは， 現在千葉県で進めている県内の

保険料率の統一に向けた動きのなかで， 県内で統一 した場合の，

柏市の保険料を県が積算 して示 したものである。 一方で， 提示

された柏市は， 標準保 険料が適 正な保険料の額であることを意

識 しつつ， 柏市が独自に保険料を設定 しており， これが一人当

たり保険料である。

　

資 料 １ 「２ 保険料改定の状況」 に 記 載 の あ る と お り， 令 和，７

年度本算定では． 標準保険料１ ３，万 ７ ， ４

　

３

　

４ 円に対して柏市

の保 険料は１１万 ７ ， ７

　

９ １ 円であり， 県が示 している標準保

険料よりも１万 ９ ， ６

　

４

　

３ 円低い状況で運営 していることにな

る 。

　　

・

　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　

．

　　　　　

‐

　　　

，
１

　　　　

．

　

令 和 ５ 年度 からは， 標準保険料と柏 市の保険料との爺離幅の

縮小を進めており， これを段階的に進めていく ために将来推計

を行ったうえで計画的に取り組んでいる。

【百瀬会長】

最終的に県内の保険料率を統一する動きが進められているな

か で； 柏市は標準保険料よりも低く設定 しているため， 徐々 に

　　　　　　　　　　　

２
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標準保険料へと近づけている。 保険料率の統一については， 令

和 １ ２ 年度から開始される可能性があるという理解でよいか。

　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

【大滝課長】

　

確 定 で は な い が， そ れ を 目標 と して い る。

【百瀬会長】

資料１ 「３ 粗い将来推計」 について， 当然， 将来の国保財政

も考えていく必要があるため将来推計を実施 しており， この推

計を更新 したとの説明であった。 そ の結果と して， 推計に大き

な変更は生 じず， 国保加入者の所得は上がっているものの、， 保

険料率を引き下げられる状況ではないという

　

ことが読み・取れる。

【清水委員】’

今後， 県内で保険料が統一となると， 資料 ２ の １ ５ページか

ら １ ７ ペー ジまでで示 されている各市の保険料の額が統一され

　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

る と い う 理 解 で よ い か。

　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「

　　　　　　　　　

‐

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

【大滝課長】

保険料統一後 も， 市町 村 ごとで比較すると平均保険料につい

ては引き続き ばらつきが生 じるものである。

【百瀬会長】，

　

当該都道府県内の どこに住んでいても， 同 じ所得水準， 同 じ

世帯構成で あれば， 同 じ保険料になるという認識でよいか。

【大滝課長】．

御認識のとおり。 保険料率の所得割の割合や均等割の額につ

いては将来統一されていく 予定である。 しか し， その計算結果

が積み上がると， 市町村 ごとに差が生 じて しまう。

【清水副会長】

　

今後， 保険料率の統一について市民に説明する際には， 今の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

内容 をもう少，し
．わかりやすい形にすると， 理解が進むのではな

　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

い か。



（２，） 議題 （２） に つ い て

　

【鈴木委員】

　

説明のあった保健事業は， 資料 ２ の ４ ページにある保健事業

費 の 予 算 の 中 で 行 わ れ て い る と い う こ と で よ い か。

　

【大滝課長】

　　

国 保 加 入 者 に係 る 保 健 事 業 費 に つ い て は’， 御 認 識 の と お り。

【百瀬会長】

令和 ８ 年度からの保健事業利用費助成事業について， 前年度

の健康診査の受診を申請条件に追加するとのことであるが， そ

の理由は何か。

【有泉専門監】

　

保健事業利用券を使用 している者のうち，
．特．定健康診査を受

けている者は， 特定健康診査 を受けてい，ない者に比べて医療費

が少ないという調査結果がある。 加入者がさらに健康でいるこ

とを考えた結果， 条件に前年度の健康診査の受診を加え ること

と した。

【百瀬会長】

保健事業利用券の申請条件に前年度の特定健康診査の受診状

況を加 えることで， 健診を受けるイ ンセ ンティ ブを付与すると

い う 理 解 で 良 い か。

【，有泉専門監】

御 認 識 の と お り。

【百瀬会長】

保健事業利用費助成事業では， おロの健康事業という歯科に

関 わ るメ ニ ュ ー が あ る が， 歯科医師の立場で北浦委員から御意

見があれば伺いたい。

【北浦委員】

　

従 来 は， お 口 の，ク リ ー ニ ン グと い う 形 で 行 っ て い た が， 今 年

度 から歯周病検診コースが加わった。 早期発 見及び治療 に役立

つ事業であり， 歯科医師と しても有用 な事業であると考える‘

４



【清水副会長】

資料 ３ の ９ ペー ジにある令和 ７年度保健事業の主な変更点の

うち国民健康保険特定健康診査の心電図全数実・施について， 」

れは心房細動が脳梗塞等につながるこ とから， 全数実施を行っ

て い く と い う 考 え か。

【梅津健康医療部次長兼‐健康増進課長】

　

御認識のとおり。 従前は， 詳細な項目と して， 高血圧や問診

等における不整脈が疑われる者や医師が必要と判 断する者等に

対 し， 心房細動の可能性がある者と して心電図の検査を実施 し、

　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

ていたが， 全員に受診いただくことで， 早期発見につなげる狙

い で あ る。

【清水委員．】

　

′心電図の全数実施を是非お願い した，い。 社労士の立場と し

て， 障害年金関係で脳梗塞による肢体不自由や 高次脳機能障害

になる方を多く 見る。 未然に防ぐためにも心房細動の検査は必

要 だ と 思 う の で 進 め て も ら い た い。

　

【大塚委員】

　　

資 料 ３ の ２

　

０ ページにある保健事業利用費助成事業のうち周

　

知 ・ 広幸侵に つ い て， 薬 剤 師 は 薬 局 窓 ロ に 来 た 方 が
１柏 市 国 保，の 被

　

保険者であるか分かるため， 直接リーフ レッ トを配付するな ど‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

の協力が可能である。 周知・広報の手段と して検討いただきた

　　　　　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

し、０

　　　　　

．

　　　　　　　　　　

・・

　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　

また， 重複服薬者や多剤服用者への対応
１に関して， 令和 ７年

　

８月 以降は薬局窓口でマイ ナンバーカー ドを提示する方が多く

　

なり， 会計の段階で多剤・重複に関するアラー トが出るように

　

な っ た。 薬 剤 師 か ら の ア プ ロ ー チ 方 法 な ど引 き 続 き 課 題 は あ る

　

も の の， 今 後 は 徐 々 に 改 善 さ れ て い く も の と 考 え て い る。

（３） 議題 （３） に つ い て

　　

質 疑 な し

６

　　

傍 聴

（１） 傍聴者

、

　　　

３ 人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．



　

（２） 傍聴の状況

　　

傍 聴 要 領 に 反 す る 行 為 は， 見 受 け ら れ な かっ た。

７

　　

次回開催日時 （予定）

　

令 和 ８ 年 １月

　

２

　

８

　

日 （水）

令和７年／◇ 月

　

矛

　

日

柏，市国民健康保険運営協議会

会長 百瀬 後


